
▶申告受付
　○期　　間：2月16日（火）〜 3月15日（火）（土･日曜を除く）
　○受付時間：9時〜 17時（混雑の状況に応じ、受付時間を変更することがあります）
　○場　　所：市役所1階�税務課�市民税係（106番窓口）
　○問 合 せ：税務課�市民税係（内線281〜 283）
　※�申告期間中は、受付窓口や電話等が大変混み合います。また、自動車等による来庁時に市
役所駐車場の混雑状況によっては駐車できない場合がありますので、ご了承ください。

▶申告が必要な人  
１. 平成28年1月1日現在、市内在住で、次の要件に
当てはまる人

　① 平成27年中に営業･農業･不動産などの所得の
あった人

　②給与所得者で次のような人
　・ 勤務先から市役所へ給与支払報告書の提出がな
い人（専従者給与も含む）

　　※不明の場合は勤務先で確認してください
　・ 給与以外に地代･家賃･原稿料などの所得のあっ
た人

　　※ 所得税では給与以外の所得が20�万円以下の人
は確定申告をする必要はありませんが、市民税
･県民税については申告が必要です。

　・ 給与を2�ヵ所以上の事業所から受け取っている
人で、合算して年末調整を受けていない人

　③ 平成27�年中の所得が公的年金だけで、社会保険
料などの諸控除を受ける人

　④ 控除対象配偶者･扶養親族･事業専従者になって
いない人と市外の人の扶養親族になっている人

２.市外の人で、市内に事業所や家屋敷のある人

※ ただし、上記にあてはまる場合でも、所得税が納付
または還付になる人は、税務署へ確定申告が必要と
なります。
　 確定申告をする場合は、市民税・県民税の申告をす
る必要はありません。（確定申告については、広報�
｢つながり｣1月10日号をご覧ください）

▶申告時のお願い  
・ 筆記用具･電卓などは持参し、申告書は自分で記入
してください。
・ 控えが必要な人は、あらかじめコピーを取っておい
てください。

※ 今年度の申告では、マイナンバーの記入や通知カー
ドの持参は不要です。

▶申告に必要なもの  
１.平成28年度 市民税･県民税申告書
２.印かん（認印でかまいません）
３.所得を証明する書類（原本）
　① 給与所得者は、平成27年分の源泉徴収票または
給与支払明細書

　②公的年金受給者は、平成27年分の源泉徴収票
　③ 営業所得者、地代･家賃収入のある不動産所得
者、農業所得者は、収支計算書（または自己作成
の諸表）や経費の領収書など

　※ 農業所得のある人は、平成19年度分の申告から
農業所得標準が廃止になり、収支計算となってい
ます。領収書等は必ず保管しておいてください。

　④ 原稿料･講演料･公的年金以外の年金･生命保険
の一時金などのある人は、平成27年分の支払調
書など

４.控除を証明する書類
　① 生命保険･個人年金･介護医療保険･地震保険等
の控除証明書（原本）

　② 社会保険（国民健康保険･国民年金･介護保険）
に加入している人は、平成27�年中の支払金額が
わかるもの

　※ 国民年金保険料（基金を含む）の控除を受ける場
合は、当該保険料の支払いをした旨を証する書類
が必要です。

　③ 医療費･雑損･寄附金控除を受ける人は、その領
収書または支払証明書（平成27年中の支払分の
原本）

　※医療費は合計額を計算しておいてください。
　④ 本人または扶養している人が障害者の人は、身体
障害者手帳や療育手帳など（コピー提出･提示可）

　※  65�歳以上の要介護認定を受けている人が障害者
控除対象者と認定される場合があります。詳し
くは、介護福祉課（内線514･515）へ。

５. 配偶者特別控除を受ける人は、源泉徴収票など平成
27年中の配偶者の所得がわかるもの

 市⺠税･県⺠税の申告　 受付は２⽉16⽇（⽕）から
税務課からのお知らせ
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